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　寺田俊郎（2017）は、「人権は、どのような行為が
人間の尊厳に適い、また反するかを明確に規定するこ
とによって、人間の尊厳を具体的に表現するものと理
解されうる」16）と述べている。　
　従って、今後、私達が真に「個及び社会のWell-
Being」を目指すならば、私達は、全ての人間の「生命」
及び「尊厳」に係る「人権」という根源的な課題につ
いて深く考えていく必要があると捉える。世界の人々
が共に「人権」について深く探究し、一人一人が責任
ある行動をしていくことは、正に未来の望むべき社会
の実現へとつながるものと考える。今、子供達は「総
合的な学習の時間」を通して、自分達の身の周りにあ
る様々な課題やSDGsをはじめとする世界的な課題を
テーマに様々な学習を行っている。しかし、その学習
が今後「個及び社会のWell-Being」につながっていく
ためには、これらの課題に底流する根源的な視点と結
び付けながら、より深く継続的に探究していく必要が
あると考える。

２．人権感覚の涵養、並びに人権意識の覚醒を図る
　　総合単元的人権教育プログラム学習の開発
１）単元構成

上記を踏まえ、以下の３つの視点を踏まえて小学校
における「総合的な学習の時間」の単元構成を行う。
第一に、世界的課題の根幹にある人間の根源的な課題
としての「人権」をテーマとする。第二に、資質・能
力の育成要素である「知識」、「スキル」、「態度及び価
値観」の効果的融合や統合を図るため、各教科及び領
域等の横断的、総合的な学習を展開する。第三に、子
供達が主体的にエージェンシーを発揮し、新たな未来
を創造する「変革をもたらすコンピテンシー」の育成
につながるよう６学年を見通した段階的な単元構成を
行う。
２）人権教育との関連

文部科学省は、人権教育の重要性について「全ての
人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊か
な社会を実現するためには、国民一人一人の人権尊重
の精神の涵養を図ることが不可欠であり、そのために
行われる人権教育・啓発の重要性については、これを
どんなに強調してもし過ぎることはない」としてその
重要性を指摘し、人権教育及びその啓発を総合的かつ
計画的に推進している。また、「人権教育の指導法の
在り方について（第三次とりまとめ）」の中では、具
体的な指導法を示している。以下は、それらを整理し
たものである（図４）。

　2020年に小・中学校の教員を対象として実施したア
ンケート調査の結果（探究学習白書2021）を見ると、
2020年に「総合的な学習の時間」で取り組んだテーマ
は、次の通りである14）。

図３　探究学習白書2021を基に筆者作成

　図３から、小・中学校とも今後の未来社会の創造に
おいて重要なESD教育やSDGsに関わる内容に取り組
んでいることが分かる。また、そうした課題に探究的・
主体的・協働的に取り組むことは、今後、子供達がエー
ジェンシーを発揮しつつ、新たな社会を創造していく
ことにつながると理解される。
　しかし、現在の各校における取組は、学校差はある
ものの、まだ特定の課題についての調べ学習や体験活
動を通して「知る」・「分かる」・「伝える」段階にある
ものが散見され、Education2030及びラーニング・コ
ンパス2030が目指す、「個及び社会のWell-Being」を
意識した学習、すなわち、「変革を起こすコンピテン
シー」の育成を視野に入れた学習にまでは十分に至っ
ていないと思われる。白井（2012）は、学習内容を実
生活上の課題と結びつけて考える「真正の学び」を作
り出すのは、様々な「見方・考え方」を働かせて獲得
するエピステミックな知識であるとし、それによって
個々のつながりを理解することが、より本質的な学び
や学習意欲につながるとしている15）。つまり、単に
個別的な課題について学習するだけではなく、そうし
た課題の根幹にある、より根源的な視点から、ものの
見方・考え方を働かせることで、それぞれの学びをつ
なげ、より深く探究していくことが、今後はより重要
となると考える。
５）「人権」についての探究学習を行う意義
　この視点に立ってSDGsに掲げられた17の項目を見
ると、これらの課題の根源には、「人間は、誰もが人
として等しく自由に生きる権利を有している」という、
最も本質的な人間の尊厳に関わる大きな課題が見えて
くる。これが「人権」である。もし、全ての人が、人
間の存在そのものと言える人間の尊厳を尊重し、大切
にするならば、こうした偏見や差別による不均衡や不
平等、そして利己的資本主義がもたらす様々な格差や
環境破壊等の問題は、ここまで深刻な事態にはならな
かったのではないかと思われる。
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連携を意図的に図ることで、人権感覚の涵養を図るこ
とにした。具体的には、道徳科では「生命尊重」、「思
いやり」、「家族愛」等の普遍的な視点からの取組を重
点的に行い、個別的な視点からは、人権課題「高齢者」
に取り組み、体験的な交流活動を通すことによって、
融合的に人権感覚の涵養を図ることにした。

図５−１　低学年の人権教育プログラム

　中学年は、道徳科を中心とする普遍的な視点からの
取組に加えて、人権課題として「障害者」、「国際親善」
に取り組み、体験活動や様々な交流を通して理解を深
め、人権感覚の涵養及び人権意識の覚醒を図ることに
した。

図５−２　中学年の人権教育プログラム

３．臨床実践　　小学校5年生での取組事例
　高学年では、自分達の身の周りにある人権課題や世
界で起きている人権問題等について今後の自己の生き
方や社会の在り方につなげて考えを深め、具体的な実
践につなげるようにした。以下は、年間を通して行う
際の学期ごとの５年生の人権教育プログラムである。

（図６. １－２）

図４　文部科学省の資料を基に筆者作成

　人権教育を通じて育てたい資質・能力は、「自分の
人権を守り、他者の人権を守ろうとする意識・意欲・
態度」であり、「知識的側面」及び「技能的側面」の
双方からアプローチすることで、「人権教育」におい
て最も重要となる「人権感覚」の育成を図ることが重
要となる。また、指導においては、発達段階に応じて
普遍的な視点からの取組（人権に関わる普遍的な概念
を念頭に置いて、人権尊重の理念について指導するこ
と）と、個別的な視点からの取組（人権課題に関わる
差別意識の解消を目指して指導すること）を行うこと
が重要となる。一般に低学年では、まだ具体的な人権
課題に取り組むことが難しいが、中学年以降は、少し
ずつ実生活の中の身近な人権課題と結びつけながら考
えることが可能となり、中・高校生に至っては、正に「人
権」の根源にある人間の尊厳や本質等について自己や
人間としての生き方に照らして探究的に学習を深めて
いくことが可能となる。
３）総合単元的人権教育プログラムの構想

以上から、これまでは各教科及び領域等においてば
らばらに行われていた学習を「総合的な学習の時間」
を枠組みとして、その中に「人権」に関わる各教科・
領域・道徳科等の学習を意図的に明確に組み入れ、そ
れによって横断的・総合的に探究的な学習を行う「総
合単元的人権教育プログラム学習」の開発を試みるこ
とにした。また、「自己や人間としてのよりよい生き
方や社会の在り方についての考えを態度的側面からよ
り深められるよう、道徳科との連携を明確にして組み
入れることにした。さらに発達段階に即したプログラ
ム学習を系統的に行うことで、DeCeCoが資質・能力
のドメインとして分類した３つの要素の育成を系統的
に図るようにした。以下は、低・中・高学年ごとの単
元構成である。
　低学年は、生活科を枠組みに道徳科や特別活動との

総合的な学習及び探究の時間における21世紀に求められる資質・能力の育成
―総合単元的人権教育プログラム学習を中心として―
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４．考察
　「人権」をテーマに各教科・領域等との関連を図っ
た総合単元的人権教育プログラム学習を全学年で実施
したことで、以下の点が成果として確認できた。（１）
子供の目的意識が明確となり、新たな問いを捉えつつ
主体的に学習に取り組む姿が認められた。（２）各教
科及び領域を明確に関連付けたことで、「知識」、「ス
キル」、「態度・価値観」の融合や統合がなされ、自己
の生き方についての考えを深め、具体的な実践につな
げる姿が確認できた。
　一方、課題としては、第一には、学習テーマと単元
構成の充実である。何を探究し、どのような資質・能
力を培うのかは、自己の生き方や在り方を深く考える
上で大きな要素となる。従って、今後は、子供達の発
達段階に加えて、自己の生き方や社会の在り方につい
て深く考える、より根源的な視点からの探究学習を進
めていく必要があると考える。加えて、単元構成では、
個々の学びの関連を明らかにする必要がある。
　第二には、「個及び社会のWell-Being」をより意図
した、21世紀を生きる子供達が、エージェンシーとし
ての機能を発揮し、新たな未来を創造していくための
資質・能力の育成である。どの段階で、どのような資質・
能力を培うのかというタキソノミーを明確にしていく
必要性である。2022年度から、高等学校では「総合的
な探究の時間」が開始される。そこでは、「自らの可
能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生のつくり手
となる力を身に付けられるようにすること」18）が求
められている。このことは、正にラーニング・コンパ
ス2030を包摂したものであり、今後は、小・中・高等
学校を見通した系統的な指導方法、カリキュラム、ルー
ブリックに基づく評価等についてさらに研究を深めて
必要がある。
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